
「第19次提案等に対する政府の対応方針」において「規制所管省庁において今後検討を進める」とされた規制改革事項の現状

「全国において実施することが時期、内容ともに明確な規制改革事項」として「第20次提案等に対する政府の対応方針」において措置される事項

番号 事項名 規制の根拠法令等 実施時期
検討の概要

〔第19次提案等に対する対応方針（平成23年3月30日）〕
検討の結果 現在の検討状況 所管省庁

409

エタノール含有ガ
ソリンを取り扱う
給油取扱所に関す
る運用の緩和

消防法（昭和23年法律第
186号）別表第1
危険物の規制に関する政
令（昭和34年政令第306
号）第17条

平成22年度中

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則によりE10を自動車用の燃料用
の揮発油として消費者に販売することが可能とされる際には、給油取扱所にお
いて必要な安全対策を講ずることによりE10を給油することができるよう関係
省庁と連携して結論を得る。

全国で実施

関係省庁と連携して、E10を取り扱う給油取扱所に講ずべき安全対策
等について結論を得たため、給油取扱所においてE10を給油すること
ができるよう、消防法令の改正等の必要な措置について平成23年度
中に実施する。

総務省

940

「小中学校における
障害のある児童生
徒への介護業務の
医療的支援特区」

医師法（昭和23年法律第
201号）第17条

平成23年通常
国会に法案を
提出できるよ
う結論

厚生労働大臣の主宰により「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度
の在り方に関する検討会」を設置し、介護職員等によるたんの吸引等の実施のため
の制度の在り方等について検討を進め、平成22年12月13日に中間取りまとめを取り
まとめたところであり、これを踏まえ、平成23年の通常国会に法案を提出できるよう、
具体的な検討を進めているところ。

全国で実施

政府としては、厚生労働大臣の主宰による「介護職員等によるたん
の吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」が平成22年
12月13日に取りまとめた中間まとめを踏まえ、介護職員等によるた
んの吸引等の実施のための法整備を盛り込んだ「介護サービスの基
盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」が平成23年
通常国会において可決成立した。
今後は、平成24年４月の施行に向けて、制度の運用に関する詳細な
検討を進める。

厚生労働省

941

市が認定する保育
室の運営を医療法
人が担えるようにす
ること

医療法（昭和23年法律第
205号）第42条

平成23年度早
期に結論

地方単独事業による認可外保育施設の運営を医療法人の附帯業務に加えることに
ついて、平成23年度までに検討を行い結論を得る。

全国で実施
「医療法人の附帯業務の拡大について（平成23年６月１日付け医政
発0601第５号厚生労働省医政局長通知）」を発出し、地方単独事業
による認可外保育施設の運営を医療法人の附帯業務に位置づけた。

厚生労働省



「第19次提案等に対する政府の対応方針」において「規制所管省庁において今後検討を進める」とされた規制改革事項の現状

規制所管省庁において引き続き検討を進める規制改革事項
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検討の結果 現在の検討状況 所管省庁

410

地方独立行政法人
に係る公務員型か
ら非公務員型への
移行の簡素化

地方独立行政法人法（平
成15年法律第118号）第8
条第3項

平成23年度中

特定地方独立行政法人にするか否かの判断を慎重ならしめることとしていると
いう地方独立行政法人法第8条第3項の趣旨に加え、心神喪失等の状態で重大な
他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に
関する省令改正について、法第16条の規定との関係につき厚生労働省と平成23
年度中に速やかに協議を終え、その結果を踏まえ対応する。

検討中
地方独立行政法人法第8条第3項の適用を、一定の要件の下で除外す
る規定を設けることについて検討しており、23年度中に結論を得
る。

総務省

516
外国法事務弁護士
事務所の法人化

弁護士法（昭和24年法律第
205号）第30条の2
外国弁護士による法律事務
の取扱いに関する特別措
置法（昭和61年法律第66
号）第2条第15号

平成24年通常
国会への法案
提出を目指し
て対応

外国法事務弁護士が法人を設立して業務を行うことができるよう法改正すべきであ
るとの内外の要望が寄せられていることを踏まえ、法務省及び日本弁護士連合会
は、平成20年5月、有識者等で構成される外国弁護士制度研究会を設置した。
この外国弁護士制度研究会において、平成21年12月24日に報告書が取りまとめら
れ、弁護士及び外国法事務弁護士の業務に関し、次の2つの法人制度の創設を提
言した。
①　外国法事務弁護士のみが社員となり、外国法に関する法律サービスの提供を
目的とする法人制度
②　弁護士及び外国法事務弁護士が共に社員となり、法律サービス全般の提供を
目的とする法人制度
現在、法務省では、この提言内容に沿った法制化の検討を行っているところである。

検討中

外国法事務弁護士が法人を設立して業務を行うことができるよう法
改正すべきであるとの内外の要望が寄せられていることを踏まえ、
法務省及び日本弁護士連合会は、平成20年5月、有識者等で構成され
る外国弁護士制度研究会を設置した。
この外国弁護士制度研究会において、平成21年12月24日に報告書が
取りまとめられ、弁護士及び外国法事務弁護士の業務に関し、次の2
つの法人制度の創設を提言した。
①　外国法事務弁護士のみが社員となり、外国法に関する法律サー
ビスの提供を目的とする法人制度
②　弁護士及び外国法事務弁護士が共に社員となり、法律サービス
全般の提供を目的とする法人制度
現在、法務省では、この提言内容に沿った法制化の検討を行ってい
るところである。

法務省

706
貨物運搬車に積載
された状態での輸
入申告の可能化

関税法（昭和29年法律第61
号）第67条

平成23年中に
結論

国際フェリーを利用して輸入される貨物について、保税地域における適切な貨物管
理を確保しつつ、貨物運搬車に積載された状態での輸入申告を可能とする措置を講
ずることができるか検討し、平成23年中に結論を得る。

検討中

国際フェリーを利用して輸入される貨物について、保税地域におけ
る適切な貨物管理を確保しつつ、貨物運搬車に積載された状態での
輸入申告を可能とする場合の税関業務に与える影響について調査し
ているところであり、引き続き、実現に向け検討し、平成23年中に
結論を得る。

財務省
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936

日本国内において
診療行為を行える
医師資格の特例措
置

外国医師等が行う臨床修
練に係る医師法第十七条
等の特例等に関する法律
（昭和62年法律第29条）

平成23年中に
結論

「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」（平成22年9月10日閣議決定）にお
いて「国内での診療について、臨床修練目的の場合だけでなく、医療技術の教授目
的の場合や国際水準の共同研究目的の場合にも認めることについて、制度・運用
の見直しを早期に検討し、平成22年度中に結論を得て、できる限り平成23年中に順
次所要の措置を講ずる」とされたことを受けて、平成22年中に制度・運用の見直しに
ついて結論を得るべく、社会保障審議会医療部会等において有識者の意見を聞き
つつ検討を進めているところである。厚生労働省としては、その結論を踏まえ、でき
る限り平成23年中に、所要の措置を講じる。

検討中

臨床修練の許可申請書の添付書類の簡素化や臨床修練の許可に係る
審査期間の短縮等を行うため、平成23年２月に外国医師等が行う臨
床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行規則（昭和
62年厚生省令第47号）の改正等を行い、平成23年４月から施行し
た。
また、①臨床修練制度の手続の簡素化、②年限（現行２年間）の弾
力化を行うこと、③国内での診療について臨床修練目的の場合だけ
でなく医療技術の教授目的の場合や国際水準の共同研究目的の場合
にも認めること、について平成22年度末に厚生労働省としての見直
しの方針を取りまとめたところである。厚生労働省としては、今後
も広く関係者の御意見を聞きながら、さらに詳細な制度設計を進
め、できる限り平成23年中に所要の措置を講じることとしたい。

厚生労働省

937

指定市町村事務受
託法人の事業の基
準（人員基準）の緩
和

介護保険法（平成9年法律
第123号）第24条の2第2項
介護保険法施行令（平成10
年政令第412号）第11条の2
第2項第1号
介護保険法施行規則（平成
11年厚生省令第36号）第34
条の7

平成23年度中
を目途に結論

今後、少子高齢化の更なる進展により、認定調査の件数の増加が見込まれる中で、
地域によっては、その事務が膨大になることが予想されるため、今後、認定調査を
行う者の対象範囲の拡大について対応を検討する。

検討中
平成２３年度末までに結論を得るため、介護支援専門員以外で認定
調査を行わせることができる者の範囲について検討中である。

厚生労働省

938

学校法人立の保育
所における各積立
預金の目的外使用
等に伴う都道府県
知事等への協議手
続きの免除

「保育所運営費の経理等に
ついて」（平成12年3月30日
付児発第299号厚生省児童
家庭局長通知）

平成23年度中
を目途に結論

「保育所運営費の経理等について」（平成12年3月30日児発第299号）の改正を行う
必要があるが、その改正に付す条件等を検討するため、都道府県等への意見照会
の実施等を踏まえ、平成24年度からの実施について検討し、平成23年度中に結論
を得る。

検討中
「保育所運営費の経理等について」（平成12年3月30日児発第299
号）の改正を行う必要があるが、その改正に向けて、都道府県等へ
の意見照会内容等について検討中。

厚生労働省


